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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波探触子と、連続波またはパルス波からなる超音波を発生する送波信号発生回路を有
し、前記超音波探触子を介して被検体に前記超音波を選択的に送信する送信部と、前記超
音波探触子が前記被検体から受信した受波信号を整相する受信部と、前記受信部から出力
された受波信号のドプラ周波数偏移を算出し、該ドプラ周波数偏移に基いて前記被検体の
血流速度に基づく輝度を算出するドプラ演算部と、前記血流速度に基づく輝度の時間変化
波形が表示される表示部と、前記送信部と前記受信部と前記ドプラ演算部と前記表示部と
を制御する制御部と、前記ドプラ演算部の出力結果の前記輝度の補正を行う輝度補正演算
部とを備え、
前記輝度補正演算部は、
前記ドプラ演算部で求められた前記被検体の血流速度に基づく輝度の時間変化波形に含ま
れる信号とノイズを、血流速度と時間で定義される２次元空間上において、前記輝度の時
間変化波形の各画素の輝度と、周辺画素の各画素の輝度との差に基づき、重み関数を用い
て重みを決定し、決定した前記重みと周辺画素の各画素の輝度とを用いて前記各画素の輝
度を変換して分離するフィルタリング処理を行うフィルタリング処理部と、
前記フィルタリング処理の結果求められた信号輝度とノイズ輝度の境界値をパラメータと
して輝度補正を行う輝度補正処理部とを有する
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
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請求項１に記載の超音波診断装置において、
前記輝度補正処理部は、前記信号と前記ノイズの輝度分布の境界値より低輝度信号を抑圧
するように構成されている
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
請求項１に記載の超音波診断装置において、
前記フィルタリング処理部は、
前記輝度の時間変化波形の各画素の前記周辺画素の範囲を定めるための手段と、
前記各画素の輝度と前記周辺画素の各画素の輝度の差から、前記重みを決定するための手
段とを有する
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
超音波探触子と、連続波またはパルス波からなる超音波を発生する送波信号発生回路を有
し、前記超音波探触子を介して被検体に前記超音波を選択的に送信する送信部と、前記超
音波探触子が前記被検体から受信した受波信号を整相する受信部と、前記受信部から出力
されたる受波信号のドプラ周波数偏移を算出し、該ドプラ周波数偏移に基いて前記被検体
の血流速度に基づく輝度を算出するドプラ演算部と、前記血流速度に基づく輝度の時間変
化波形が表示される表示部と、前記送信部と前記受信部と前記ドプラ演算部と前記表示部
とを制御する制御部と、前記ドプラ演算部の出力結果の前記輝度の補正を行う輝度補正演
算部とを備え、
前記輝度補正演算部は、
前記ドプラ演算部で求められた前記被検体の血流速度に基づく輝度の時間変化波形に含ま
れる信号とノイズとを、血流速度と時間で定義される２次元空間上において、前記輝度の
時間変化波形の各画素の輝度と、周辺画素の各画素の輝度との差に基づき、重み関数を用
いて重みを決定し、決定した前記重みと周辺画素の各画素の輝度とを用いて前記各画素の
輝度を変換して分離するフィルタリング処理の結果求められる信号輝度とノイズ輝度の境
界点以下の出力輝度を抑圧せしめて輝度補正を行なう
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
請求項３に記載の超音波診断装置において、
前記フィルタリング処理部は、
決定した前記重みと前記周辺画素の各画素の輝度との積和を、前記各画素の輝度とした値
を、前記フィルタリング処理の結果の信号強度とする
ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波撮像技術に係り、特に、被検体から受信される受波信号のドプラ周波
数偏移に基づいて、生体内の血流速度を検出する機能を備える超音波撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波探触子から被検体に超音波ビームを送信し、被検体から受信
される受波信号に基いて診断に必要な情報を得るものである。例えば、受波信号のドプラ
周波数偏移を検出し、これに基いて血流の速度を求めることができる。
【０００３】
　このような超音波ドプラ装置は、図９に示すように、超音波を送受波する探触子１と、
超音波診断装置を動作させるための入力部５と、システム全体を制御する制御部４と、こ
の制御部４に基づいて送信波形を生成するパルス/ＣＷ送波信号発生回路３と、このパル
ス/ＣＷ送波信号発生回路３で発生された信号を増幅する送波回路２と、探触子からの受
信信号を増幅する、初段増幅回路６と、所望の場所からの信号を選択的に増強するための
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受波整相回路７と、この整相出力より血流からのドプラシフト成分を検出するドプラ演算
部８と、この演算部で計算された瞬時周波数成分を血流波形データとして表示するための
デジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）１０と、このスキャンコンバータの出力を表示す
る表示器１１とを備えている。
【０００４】
　このような超音波ドプラ装置においては、探触子１から周波数ｆ０の超音波が打ち出さ
れると被検体の血液は所定の速度で流れているので、探触子１からの超音波が血球による
反射されてくるエコー信号はドプラ効果による周波数シフトを受けている。ドプラ演算回
路８は、このドプラシフト成分（ドプラ信号）を検出するが、ここで血流速度は遅いもの
と速いものとがあるため、得られるドプラ信号には異なる周波数成分が含まれてくる。ド
プラ演算回路８では、ドプラシフト成分をさらに高速フーリエ変換などの手法により、周
波数分布すなわち血流速度分布を得る。この演算を逐次行なうことにより、血流速分布の
時間変化の表示が行われ、臨床的にも有意義なデータを供するものとして、広く世に使わ
れている。特に、被検体内の所定の位置における最高血流速などの定量的なデータとして
の利用以外にも、心臓の弁膜症を検査する場合など、心臓の弁近傍からの血流速分布の時
間変化波形を表示することで、弁での逆流が判定できるなど、血流速分布の時間変化波形
の形状そのものが診断上役立つデータとして、広く世に知られている。
【０００５】
　ドプラ信号は、超音波の散乱能が大きくない血球からの反射信号をベースにしているた
め、常に信号対ノイズ比の向上が課題となってきた。血流速分布の時間変化波形において
も、本来信号が存在しない速度域にも、ノイズが存在し、前記のような血流速分布の時間
変化波形の視認性を大きく損なってきた。これを解決するための手法として、例えば、グ
レースケールマッピングを行う時に、ノイズ成分が多い領域と信号成分が多い領域の間に
閾値を与える方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。ここでグレースケール
マッピングとは、横軸を時間、縦軸を速度、信号の強度を輝度として、血流速度分布の時
間変化を表示する方法である。
【０００６】
【特許文献１】特表２００２－５３４１８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、前述のグレースケールマッピングは、基本的に血流速度を表す信号成分の強度
と、ノイズ成分の強度が二つのピークに分かれることを想定している。しかし、実際には
信号成分にも輝度の低い信号も含まれるため、同じ輝度でも、信号成分かノイズ成分か分
離することが出来ない。そのため、低輝度信号の出力を抑圧すると、信号成分も一部低輝
度になり、スペクトラム波形の輪郭形状が崩れ、信号が一部黒く抜け落ちる、いわゆる黒
抜けが発生する。
【０００８】
　そこで、本発明は、超音波血流スペクトラム表示画像において、信号成分の輪郭形状の
視認性を向上せしめ得る超音波撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の超音波撮像装置では、下記に示す特徴を有する。
【００１０】
　（１）本発明の超音波撮像装置は、超音波探触子と、連続波またはパルス波からなる超
音波を発生する送波信号発生回路を有し、前記超音波探触子を介して被検体に前記超音波
を選択的に送信する送信部と、前記超音波探触子が前記被検体から受信した受波信号を整
相する受信部と、前記受信部から出力された受波信号のドプラ周波数偏移を算出し、該ド
プラ周波数偏移に基いて前記被検体の血流速度を算出するドプラ演算部と、前記血流速度
の波形が表示される表示部と、前記送信部と前記受信部と前記ドプラ演算部と前記表示部
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とを制御する制御部と、前記ドプラ演算部の出力結果の輝度補正を行う輝度補正演算部と
を有し、前記輝度補正演算部は、前記ドプラ演算部で求められた前記被検体の血流速度の
時間変化波形に含まれる信号とノイズを、血流速度と時間で定義される空間上での連続性
により分離するフィルタリング処理部と、前記フィルタリング処理の結果求められた信号
輝度とノイズ輝度の境界値をパラメータとして輝度補正を行う輝度補正処理部とを有する
ことを特徴とする。
【００１１】
　（２）前記（１）の超音波撮像装置において、前記輝度補正処理部は、前記信号と前記
ノイズの輝度分布の境界値より低輝度信号を抑圧するように構成されていることを特徴と
する。
【００１２】
　（３）前記（１）の超音波撮像装置において、前記フィルタリング処理部は、前記血流
速度に関する画像データの各画素の周辺画素範囲を定めるための手段と、前記各画素の輝
度と前記周辺画素の各画素の輝度差から重み関数を決定するための手段とを有し、前記重
み関数は０の時に極大点をもち、負の無限大から正の無限大の範囲での前記関数の絶対値
の積分値は有限であり、前記重み関数と前記周辺画素の各画素の輝度との積和を前記血流
速度に関する画像データの各画素の輝度とした値を、前記フィルタリング処理の結果の信
号強度とすることを特徴とする。
【００１３】
　（４）本発明の超音波撮像装置は、超音波探触子と、連続波またはパルス波からなる超
音波を発生する送波信号発生回路を有し、前記超音波探触子を介して被検体に超音波を選
択的に送信する送信部と、前記超音波探触子が前記被検体から受信した受波信号を整相す
る受信部と、前記受信部から出力されたる受波信号のドプラ周波数偏移を算出し、該ドプ
ラ周波数偏移に基いて前記被検体の血流速度を算出するドプラ演算部と、前記血流速度の
波形が表示される表示部と、前記送信部と前記受信部と前記ドプラ演算部と前記表示部と
を制御する制御部と、前記ドプラ演算部の出力結果の輝度補正を行う輝度補正演算部とを
有し、前記輝度補正演算部は、前記ドプラ演算部で求められた前記被検体の血流速度の時
間変化波形に含まれる信号とノイズとを、統計的性質により分離し、前記分離処理の結果
求められる信号輝度とノイズ輝度の境界点以下の出力輝度を抑圧せしめて輝度補正を行な
うことを特徴とする。
【００１４】
　（５）前記（１）乃至４の超音波撮像装置において、前記分離処理は、前記信号と前記
ノイズのヒストグラム上でのピークとして分離する処理を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、超音波血流スペクトラム表示画像において、信号成分の表示に影響を
最小限にしつつ、ノイズ成分の表示輝度の抑圧を行うことにより、信号成分の輪郭形状の
視認性を向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して詳述する。
【００１７】
　図１に、本発明の一実施例になる超音波撮像装置の構成例を示す。被検体(図示してな
い)に対して、超音波を送受波する探触子１と、システム全体を制御する制御部４と、こ
の制御部４に基づいて送信波形を生成するパルス/ＣＷ送波信号発生回路３と、このパル
ス/ＣＷ送波信号発生回路３で発生された信号を増幅する送波回路２と、探触子からの受
信信号を増幅する、初段増幅回路６と、所望の場所からの信号を選択的に増強するための
受波整相回路７と、この整相出力より血流からのドプラシフト成分を検出するドプラ演算
部８と、この演算部で計算された瞬時周波数成分を血流波形データとして表示するための
デジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）１０と、このスキャンコンバータの出力を表示す
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る表示器１１とを備えている。特に、本発明においては、輝度補正演算部９を備え、表示
器１１に出力する血流スペクトラム像の視認性の向上を図る。
【００１８】
　図２は、輝度補正演算部９で行われる計算処理フローを示す図である。輝度補正演算処
理は、二つの処理からなる。すなわち、ノイズと信号の分離処理と、前記分離処理の結果
求まるノイズと信号輝度の境界点以下の出力輝度を抑圧する輝度補正処理である。前述し
た従来例（特許文献１）は輝度補正処理のみであったが、本発明では、その前段処理とし
て、ノイズと信号を分離する処理をも備えている。
【００１９】
　この二つの処理フローは、具体例では、自己中心フィルタによるノイズ除去処理１０１
、ノイズ除去されたヒストグラムからγカーブ（輝度補正曲線）のパラメータ決定処理１
０２、γカーブ補正処理１０３により処理され、輝度補正演算処理が完了する。
【００２０】
　図３は、前述の自己中心フィルタによるノイズ除去処理１０１（以降、自己中心フィル
タ処理）の具体的な計算処理内容を示す。自己中心フィルタに入力される画像データを、
図１０に示す。
【００２１】
　図１０において、画像データの中で輝度を計算する点（着目画素）２００の輝度をＩ0

と表わし、この輝度の出力を計算するための、着目領域２０１（重みを計算する領域）の
サイズをｉ掛けるｊ（ｉ×ｊ）とする。このサイズが大きいほど自己中心フィルタの効果
は大きいが、その分演算速度は遅くなる。２０２は、重みを計算する領域２０１内の着目
画素２００の周辺画素を示す。この着目領域２０１のサイズｉ×ｊを大きくする替わりに
、自己中心フィルタ処理前にデシメーションによるサンプル点数の削減処理を行ない、処
理後に補間により元のサンプル数に戻すことも演算の効率化に有効であり、デシメーショ
ンのリサンプル点数、前記ｉとｊ、重み関数の形状が、図３に示すパラメータ設定ステッ
プ１０４によって行なわれる。計算を行う画素の位置と、前記ｉとｊによって定まる範囲
の画素がステップ１０５によって設定され、後述の重み関数に基づいて重みの計算がステ
ップ１０６において行なわれる。この重み計算を設定範囲内の全点に対して行うと(ステ
ップ１０７)、輝度値が求まり(ステップ１０８)、Ｉ0を画像内でシフトして、この画像内
の全点に関して計算が行なわれたら、ステップ１０９で自己中心フィルタ処理が終了する
。
【００２２】
　重み関数については、図４を用いて説明する。前記の画素間輝度差の度数分布は、典型
的な超音波画像においては図４（ａ）のようになる。これに対して、図４（ｂ）に示すよ
うなＩ0－Ｉijの差が大きくなるほど重みが単調に小さくなる関数として、ガウシアン関
数（式１）もしくは偶数次の多項式を用いることができる。
【００２３】
【数１】

【００２４】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・（式１）
　（式１）はαをガウシアンの半値幅とするので、この半値幅を広げると、すなわちαを
大きくすると、輝度の変化に対して、重みの値の変化が小さくなるので、結果として、輝
度変化に対する感度を下げることになる。
【００２５】
　この重み関数Ｗijを使って、（式２）に示す輝度演算処理を行う。輝度演算処理は、計
算対称領域内の各画素に対して重みを掛けた値をすべて加算し、重みの合計値で規格化を
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行う。この結果、画像のボケをもたらすことなく、ノイズ成分を抑圧した新しい画像輝度
（Ｉ'0）が得られる。何故なら、輝度差に応じた重みを与えることは、結果として、画像
中の輪郭形状のエッジに沿った低域通過型の２次元フィルタ処理を行うことと同等である
からである。
【００２６】
　なお、自己中心フィルタとは、以下のようなフィルタの特徴に着目して、今回本発明者
らが新規に作った名称である。すなわち、着目対象画素と性質の近い画素の重みを大きく
することから、自分と近いものからのみフィードバックを得ることが、あたかも自己中心
的な意志を持った行動に似ていることから、このような名称をつけている。
【００２７】
【数２】

【００２８】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・（式２）
　この自己中心フィルタ処理を行う前後の信号のヒストグラムの比較を、図５に示す。図
５（ａ）は、元データのヒストグラムを示し、輝度２０のあたりにピークをもつノイズ信
号の分布が最も大きく、より高輝度側に信号分布があるが、そのピークはノイズ信号分布
の中に埋もれており、分布形状を判別することは困難である。一方、図５（ｂ）は、自己
中心フィルタ処理後のヒストグラムを示し、輝度２５のあたりにピークを持つ信号成分の
分布がノイズ成分の分布と明瞭に区別することが出来る。これは、本発明による自己中心
フィルタ処理が、前述した従来例（特許文献１）にあるような低輝度成分を単純に抑圧し
た効果とは異なることを示している。輝度入力に対して一意に決まる輝度出力を与えた場
合は、信号をピークとしては分離されないからである。図５（ｂ）で分離した信号分布と
ノイズ分布の間の値をThとする。例えば、信号分布の最大値M１とノイズ分布の最大値M2
の対してTh＝（M1＋M2）/２などのようにして定めることが出来る。
【００２９】
　このThと、図６に示すγカーブを用いて、輝度補正を行う。図７に、本発明による輝度
補正処理を行った血流スペクトラム像（ｂ）と、前述した従来例（特許文献１）に示す公
知の方法（ｃ）を用いて輝度補正処理を行った場合の比較を示す。なお、図７は、比較し
易いように白黒反転した結果を示す。
【００３０】
　図７の（ａ）に示す元画像に比べ、ノイズ成分が抑圧されているのは、本発明による方
法（ｂ）も公知の方法（ｃ）も同様であるが、信号領域に関して比較すると、本発明によ
る方法の方が、信号の輝度分布が連続的であり、いわゆる黒抜けが生じていないことが確
認できる。本発明の効果は、画像の視認性の比較以外にも、輪郭のオートトレースを行っ
た場合にも、その違いが確認できる。
【００３１】
　図８は、元画像と本発明の画像処理を行った画像に対して、それぞれ輪郭のオートトレ
ースを掛けた結果（ａ）、（ｂ）の比較を示す。なお、図８は、比較し易いように白黒反
転した結果を示す。
【００３２】
　元画像に対して輪郭のオートトレースを掛けた結果（ａ）では、信号成分分布の輪郭と
オートトレースの結果にずれが生じているが、本発明の処理後のオートトレース（ｂ）で
は、信号成分分布の輪郭とオートトレース結果が極めて良く一致していることがわかる。
【００３３】
　なお、これまでの説明においては、ヒストグラムの計測を常に行うこととしてきたが、
装置の演算回路の性能によっては、環境変化を検出する機構を備えることで、環境変化を
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検知しない限りにおいては、一度求まったThを使って、ヒストグラム計測を行うことを省
略することも可能である。環境変化とは、装置の設定の変更もしくは、信号取得部位の変
化のことである。環境変化の検出は、送受信の周波数や、パルスの繰り返し周波数、ドッ
プラ演算回路における周波数変換のサンプル点数など、装置側のパラメータや、ドップラ
信号の平均値や、分散など、信号の統計的性質を現す代表的な値をモニタすることによっ
て可能である。ヒストグラム計測を簡易化することで、小さい回路規模規模でも、リアル
タイム処理が容易となる。
【００３４】
　（式１）のパラメータα（ガウシアンの半値幅）に関しても、入力部５（図１）の中の
一つのキーとして備えても良いし、あらかじめ定まった値を用いても良いし、αを変えな
がら、前記ヒストグラム上での信号成分ピークの検出が最もよく行える値を探索して、こ
れを用いることにしても良い。更にThを求めるための、αと、画像出力に用いる自己中心
フィルタのαは一緒でも良いし、別々の値を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　以上詳述したように、本発明によれば、超音波血流スペクトラム表示画像において、信
号成分の表示における影響を最小限にしつつ、ノイズ成分の表示輝度を抑圧を行うことに
より、信号成分の輪郭形状の視認性を向上せしめ得る超音波撮像装置を実現できる。また
、スペクトラム波形の輪郭を明瞭にすることによって、病変の検出を容易にし得る。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施例になる超音波撮像装置の構成例を説明する図。
【図２】本発明による輝度補正演算処理フローを説明する図。
【図３】図２における自己中心フィルタの処理フローを説明する図。
【図４】輝度差の度数分布と重み関数の形状を説明する図。
【図５】本発明における自己中心フィルタ処理前後のヒストグラムを説明する図。
【図６】本発明における輝度補正曲線を示す図。
【図７】元画像（ａ）と、本発明による輝度補正処理を行った血流スペクトラム像（ｂ）
と、従来方法による像（ｃ）を示す図。
【図８】元画像の輪郭オートトレース結果（ａ）と本発明による血流スペクトラム像の輪
郭オートトレース結果（ｂ）を示す図。
【図９】従来の超音波診断装置の構成を説明する図。
【図１０】自己中心フィルタに入力される画像データを説明する図。
【符号の説明】
【００３７】
　１…超音波探触子、
　２…送波回路、
　３…パルス/ＣＷ送波信号発生回路、
　４…制御部、
　５…入力部、
　６…初段増幅回路、
　７…受波整相回路、
　８…ドプラ演算回路、
　９…輝度補正演算部、
　１０…デジタルスキャンコンバータ、
　１１…表示器。
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【図３】 【図４】



(9) JP 4996247 B2 2012.8.8

【図５】 【図６】
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